
　１．はじめに

　近年、従来までの中央政府主導による地域行政に

対し、財政基盤をはじめ多くを地域に委ねようとい

う「地方分権」の議論が活発であり、地域交通を含

んだ地域社会基盤の整備もその議論の対象となって

いる。特に財政がより厳しくなることが予想される

中で、地域間を結ぶ交通基盤施設を考えた場合、各

地方行政体が、地方都市間道路をはじめとする地域

間交通基盤施設（以降「交通インフラ」と呼ぶ）の整

備を個別単独で行うのでなく、近接地域とその整備

に関して連携する可能性が考えられよう。しかし、

国より意思決定権限が各地方行政体に移譲されるこ

とは、必ずしも自発的な地方連携を意味せず、場合

によっては地方行政体間の競争など戦略的行動を招

き、結果として不効率な整備水準に留まってしまう

可能性がある。

　そこで、本研究では交通インフラで経済的に結ば

れた複数地域（直列３地域）を想定し、一般均衡モデ

ルに交通インフラに関する地域の分権的整備決定を

組み込むことで各地域が決定主体となって交通イン

フラ整備を行う場面を定式化し、そのときの整備水

準や地域連携の可能性について考察する。
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　本研究では、地域間を結ぶ交通基盤施設の複数地域政府による分権的整備について、特

に地方都市間を結ぶ道路の連携整備を念頭に分析を行う。直列で隣接する３地域に対して

一般均衡モデルに各地域の意思決定を組み込んだシステムを構築し、数値計算による分析

を通じて地域間交通基盤施設整備に関する地域連携の可能性について検討する。これによ

り、隣接する地域間による連携は社会厚生を高める可能性があるにもかかわらず、各地域

が隣接する地域の整備努力へのフリーライドの誘因を持つため、連携が安定的に形成しな

いことが示される。
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　２．交通インフラの分権的整備に関するレビュー

　都市・地域経済学の分野において、交通インフラ

整備が都市・地域に与える影響について多くの研究

蓄積がある。例えばＭｕｎ１）は、�地域 �財の一般均

衡モデルを用いて、外生的な交通インフラ整備が立

地と交易にどのような変化をもたらすかについて分

析している。そして、地方都市間への集中的なイン

フラ整備によって、大都市に吸収されることなく中

小都市経済が成長しうることを示している。

　田村ら２）は、２地域２財の一般均衡モデルを用い

て、分権化された意思決定の下での地域間交通イン

フラ整備水準の競争決定問題を分析し、制度設計の

観点から地方分権の下での整備制度のあり方と地域

間「ただ乗り」の発生との関係について明らかにし

ている。

　しかし田村ら２）が指摘するように、各地域政府が

主体となり分権的に地域間交通インフラを整備する

という枠組みに関して分析した研究はほとんどなさ

れていない。例外的に、Ｍｕｎ ａｎｄ Ｎａｋａｇａｗａ３）は国

際交通インフラの分権的整備と国家間補助金の効果

を分析している。一方、Ｔａｋａｈａｓｈｉ４）も経済の成長

とそこで採用される交通サービス技術の関係に着目

した分析を行っているが、交通サービス技術は地域

が主体的に導入する設定ではない。

　本研究が対象とする地方都市間道路のような地域

間交通インフラ整備の分権的・競争的な整備決定の

問題は、地域間の物流について各地域が個別にその

「移出入のしやすさ」の程度を決定する問題と考える

ことができよう。これは、各国が関税・輸入割り当

てなどの輸入障壁を自国民の厚生最大化を求めて決

定する場面を分析する「戦略的貿易理論」（例えば

Ｂｒａｎｄｅｒ５））とその問題構造の一部を同じにしている。

輸入障壁・関税競争に関する研究は数多く存在する

が、その中で交通インフラも同時に明示的に考慮し

たものとして例外的にＢｏｎｄ６）が挙げられ、そこで

は国間の競争のみならず交渉（協力）も考慮されてい

る。しかし、これらの戦略的貿易論や地域・国による

交通インフラの内生的決定の分析はすべて２地域

（国）のみが扱われており、地域間の連携の内生的形

成は取り扱われていない。

　一方、近年、ゲーム理論において発展したネット

ワーク形成ゲームの概念（例えば Ｊａｃｋｓｏｎ７））を用い

て、２国間の自由貿易協定（ＦＴＡ）の世界的形成が

分析されている（古沢８）、Ｆｕｒｕｓａｗａ ａｎｄ Ｋｏｎｉｓｈｉ９））。

そこでは、２国間の貿易に関して無関税とするＦＴ

Ａ合意に対してペアワイズ安定性概念を用いて多国

（３国以上）間の合意を分析するが、地域（国）間の空

間的位置は捨象されており、したがって本研究が考

えるような地域間の位置的優位性・劣位性の違いは

存在しない。実際、これらの研究で得られる一般的

結論および興味は、完備グラフ（つまりすべての国

間で２国間ＦＴＡが結ばれる状態）が安定的に存在し

うることである。これに対して、本研究は地域の空

間的優位性および地域間の提携可能性が地域間で非

対称であるような状況を想定している。このような

場合、「ただ乗り」の誘引も地域によって非対称と

なるため、ＦＴＡ形成問題と基本的な構造が異なる

ことになる。実際、完備ネットワークが実行できな

い本研究の直列３地域モデルでは、すべての交通イ

ンフラが連携で整備されるパターンが安定でないこ

とが示される。

　３．モデル

　３－１　地域間交通インフラの連携整備方策

　地域間交通インフラ整備に関する地域連携の可能

性を分析するため、連携が行われうる最も単純な

Fig.1のような直列３地域システムを考える。各地

域は隣接地域と交通インフラによりつながっている

が、「分権的整備」において、各地域がどの交通イ

ンフラをどのように整備決定できるかに関しては、

多様に考えられる。その中で「最も」分権化された

状況とみなすことができるのは、各地域が自地域内

にある交通インフラについてその整備水準を完全に

単独決定できる状況である。本研究ではこのような

状況を分権化された状況と想定する。一方、地域が

このように地域間交通インフラ整備に関して分権化

された下でも、各地域はそれが望ましいのであれば、

連携して一つの地域間交通インフラの整備を行うこ

とが考えられる。このような連携の方法は複数考え

られるが、ここでは「同じ地域間交通インフラを持
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Fig. 1　本モデルの空間イメージ



つ隣接（２）地域が、原資を出し合い当該交通インフ

ラ全体を同一水準に整備する」状況を考える。した

がって、連携は各地域間交通インフラに対して発生

し、本研究が考えるFig.1の状況では、地域２のみ

二つの別々の地域連携を行う可能性があることにな

る。以降、本研究では、各地域が交通インフラ整備

に関して連携を行わないときを「個別整備」、連携

を行うときを「連携整備」と呼ぶこととし、さらに

二つの交通インフラを持つ地域２については、一つ

のインフラで連携整備しもう一つで個別整備を行う

場合、「混成整備」と呼ぶことにする。

　３－２　一般均衡モデル

　Fig.1で与えられる３地域システムに対して一般

均衡モデルを構築する。モデルの基本的設定は以下

のとおりである。

�経済システムには，その空間的位置が外生的に決

定されている直列３地域が存在し、各地域には企

業、家計、地域政府が存在している。

�これらの地域間には財輸送のための交通インフラ

が存在し、その整備水準は地域によって決定され

る。

�地域間で人口移動はない（地域間通勤も認めない）。

�財は３種類存在し、各地域では固有の財を完全競

争的に生産しており、その投入要素は資本と労働

である。

�全住民は同質で、各地域の住民は居住地域内の企

業に労働力を非弾性的に１単位ずつ提供している。

�全資本量は一定であり、全地域の住民が均等に保

有し取引費用ゼロで地域を越えてそれを貸し出す

ことが可能である。そのレントは全ての家計に均

等に分配される。

�地域内の財の輸送費はゼロである。

�財は自地域で生産され、かつ消費される財につい

てはｆ．ｏ．ｂ．価格で、地域間を輸送される財につい

てはｃ．ｉ．ｆ．価格で売買される。

�地域間の財の輸送はその生産企業が行う。輸送は

各地域で生産した財を用いて行い、輸送活動によ

る利潤（損失）は発生しない（いわゆる氷塊型輸送

費用とする）。

�交通インフラは財生産に用いられるのと同じ資本

の投入により整備される。

�交通インフラに投入される資本は、各地域の住民

からの税徴収によって賄われる。

　まず、企業行動を定式化する。利潤最大化行動を

とる各地域の企業は１次同次の生産技術を持つとす

る。このとき地域 � 全体つまり産業 � における労働

（��）と資本（��）の需要関数は以下のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

�

�� ：労働分配率パラメータ

�� ：地域 � の賃金水準

� ：資本レント��
�� ：それぞれ地域 � で生産される財のｆ．ｏ．ｂ．価格（生

産地価格）と生産量

　各住民は効用最大化行動をとる。効用関数を

Ｃｏｂｂ-Ｄｏｕｇｌａｓ型で定式すれば、地域 ��における一

人当たりの財 � に対する需要関数 ��� が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

β�：パラメータの

� ：本経済システム内の総資本量

�� ：地域 � の人口

��� ：地域 � における財 � のｃ．ｉ．ｆ．価格

�� ：地域 � の交通インフラ整備に用いられる目的税

　　（人頭税）

　Ｍｕｎ１）に倣い、輸送部門は明示的に考慮せず、自

地域で生産されかつ消費される財はｆ．ｏ．ｂ．価格（��）で、

地域間を輸送される財はｆ．ｏ．ｂ．価格に氷塊型輸送費

用を上乗せしたｃ．ｉ．ｆ．価格（���）で販売されるとする。

地域 ��で生産される財のｆ．ｏ．ｂ．価格が生産の限界費

用�（����）に等しいならば、��式により、

が導出される。また価格の条件は、以下によって定

義される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

ε��：財 � の輸送における単位距離当たりの減耗率

Θ�（���）（��）：交通インフラを使用する場合の（氷解型

　　　輸送）費用の程度

Li= （i=１,２,３） qiYi

αi 
wi

Ki= （i=１,２,３） qiYi

（1－αi） 
wi
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　　　����（����）�α���α�（１－α��）�（α��１）��α���（１�α�）

　　　　　　　　（��１�２�３）　　　……�

（i=１,２,３　m=１,２,３） 

xim= wi+r・ －ti

βm 
pim

K

Σi 
 
Ni

Σβm=１ 

������　　　　��　���　（����１�２�３）
������（１��ε��Θ�（���））　��　�≠�　（����１�２�３）



　Θ�（���）（��）を「交通抵抗」と呼ぶことにする。交通

抵抗が小さいほど、インフラ水準が高いことを表す

ことになる。各地域が個別整備か連携整備かによっ

てΘ�（���）が各地域の決定変数のどのような関数にな

るかが決まることになる。以降これについて、まず

各地域が個別に自地域内を整備する「個別整備」に

ついて定式化する。

　いま、交通インフラ整備技術として、交通抵抗を

単位距離あたりの交通資本投入量の減少関数と考え

る。このとき「個別整備」の場合には、地域 � が整

備する地域  ����間の交通インフラ（「交通インフラ 

 ��� 」と呼ぶ）の自地域内の単位距離当りの交通抵抗

（θ��（���））を、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

 

と特定化する。ここでは ���（���）地域 � が交通インフラ 

 ����を持っている場合の地域境界までの距離である。

したがって「個別整備」での地域  ����間の交通抵抗

Θ�（���）は、

であらわされる。また交通インフラへ投入する資本

（���（���））の原資は、各地域政府が自地域住民から徴収

した人頭税収入によるとすれば、その均衡式は、

で表され、（７ａ），（７ｂ）それぞれ交通インフラ（１‐２）、

（２‐３）に対する個別整備の式となる。ここでγ�（２��）は

二つの交通インフラを唯一抱える地域２が、交通イ

ンフラ（２��）に資本を振り分ける分配率であり、γ

�（２�１）＋γ�（２�３）��１である。地域  ��の税水準の変化と交

通インフラ水準の定性条件は∂�Θ�∂�����であり、税

投入の増加がインフラ水準をよくすることが確かめ

られる。

　次に「合同整備」では両地域が原資を出し合うた

め、この場合の地域間交通インフラ（ ����）に２地域

が合同で投入する資本（��（���））と各地域の資本購入の

原資の関係は、

 

θi（i-j）= （ψ>0）（i,j=１,２,３） 
Ki（i-j） 

di（i-j） 
 

-ψ

　　�・��（１�２）���１・�１�＋γ�（２�１）��２・�２　……（７ａ’）
　　�・��（２�３）��γ�（２�３）��２・�２＋�３・�３　　……（７ｂ’）

と定義でき、それぞれ交通インフラ（１‐２）、（２‐３）に

対する合同整備のための資本投入の式となる。なお

「合同整備」における交通インフラ（ ����）における単

位距離あたりの交通抵抗（θ�（���））は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

 

と定義できる。ここで���（���）は交通インフラの�����距離

であり、 である。したがって全交通イ

ンフラが「合同整備」であるときの交通抵抗 は、

で与えられる。

　最後に、複数の交通インフラを持つ地域（地域２）

が、一方の交通インフラで「個別整備」を行い、も

う一方で「合同整備」を行うという「混成整備」の

場合がある。この場合、交通インフラ（���）に各地域

が投入する資本量（そのインフラが個別整備のとき

���（���）、合同整備のとき合同で��（���））とそのための原

資（税）の関係は、個別整備となるインフラについて

は�式、合同整備となるインフラについては（７’）

式となる。

　最後に均衡条件式を示す。各地域で生産される財

の需要均衡は以下で与えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……�

 完全雇用の下で地域における人口の均衡条件は以

下で定式化される。

　　��＝��（�＝１�２�３） ……�

　また、資本についての均衡条件は、以下で定式化

される。

 

　本一般均衡体系において、どの整備パターンの下

でも経済システムは閉じることが確認でき、以降資

θ（i-j）= （ψ>0）（i,j=１,２,３） 
K（i-j） 

d（i-j） 
 

-ψ

d（i-j）=Σdk（i-j） 
k

Θ（i-j） 
C

　　���１��２��３��１（１�２）��２（１�２）��２（２�３）��３（２�３）
　　　　　　　　　　（個別整備）　 　……�

　　���１��２��３���（１-２）���（２�３）
　　　　　　　　　　（合同整備）　 　……�

　　���１��２��３���（２�３）��１（１�２）��２（１�２）
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本レント��をニューメレール（�＝１）とする。

　４．分権整備と連携整備

　４－１　個別整備

　３章で導入した一般均衡モデルに、税水準とそれ

に付随して決まる交通インフラ投資という政府部門

の行動を明示的に取り込む。まず「個別整備」のみ

に着目して地域政府の行動を定式化する。この整備

方法は、各地域政府が自地域住民から徴収した税を

原資として自地域境界までの交通インフラを個別に

整備するというものである。言い換えると、各地域

政府は自地域内の住民の効用が最大となる税水準を

もって個別に整備する。そのとき、単純化のため、

各地域政府は地域間道路整備による財購入価格への

影響のみを考慮し、２次的な影響である賃金への影

響は考えないとしよう。このとき����γ�（���）は以下の最

大化問題の解として内生的に決定する。

 

　この最大化問題の制約条件は、前章で定式化した

一般均衡体系式である。この解 �� についての最適化

の結果を陽表的に示すことは困難であるため、以降

の分析では数値計算を用いる。

　ナッシュ均衡解を求めるにあたり、各外生変数、

パラメータは以下のとおりと特定化する。

�

　この下で求められるナッシュ均衡解は、�１�０�１９４１，

�２�０�２９３７，�３�０�１９４１，γ�２１�０�５となり、またそのと

きの各地域における効用と交通インフラ水準は�１��

０�１４２０，�２�０�１５４４，���３�０�１４２０，θ�１２�１�３７３５，θ�２１��

１�８１５７，θ�２１�１�８１５７，θ�３２�１�３７３５と求められる。この

ときの社会的厚生（ ）を計算すると、����

６�５７６０と求められる。なお個別整備という整備方法

の下では、同じ交通インフラを個別に整備する地域

は「相手の地域が整備水準を上げたならば自地域も

上げる」という「戦略的補完性」を持っていることが

すでにわかっており２）、本分析でも確認されている。

　４－２　合同整備

　地方分権化した社会制度下において、各地域は地

域間インフラを共用する隣接地域と連携をして、そ

max Vi=Πm

（i=１,２,３） 

st　（３-１）～（３-７）,（３-９）～（３-１３） 

wi+r・ －ti

βm 
pim（t１.t２.t３.γ（２-１）,γ（２-３）） 

K 
ΣiNi

ti.γ 

βm

��１����α���１�３�����β���１�３�����ε���１�１０�������５�����ψ�１���

���１５��������５０

WV=ΣiNiVi

の整備を目指すことが考えられる。連携にはさまざ

まな形があるが、ここでは分権的な両地域が連携を

した場合、整備費用を出費し合い、地域間で共通の

インフラ水準となるように整備すると仮定し、これ

を隣接する地域による「合同整備」と称す。合同整

備においては、個別整備と同様に各地域政府は地域

間道路整備による財購入価格への直接的な影響のみ

を考慮して、自地域内の住民の効用が最大になるよ

うに交通インフラ整備をすると考える。これにより、

����γ�（���）は前出の個別整備のもとでの地域の最大化問

題と同等の問題として表される。ただし、一般均衡

体系の制約式のうち�式の代わりに（７’）式となる。

　個別整備と同じパラメータ設定により数値計算を

行うことにより均衡が求まるが、均衡解は四つ存在

する複数均衡となる。それぞれの均衡解は以下のと

おりである。

 また各均衡解における各地域の効用と交通インフ

ラ水準、さらにはこのときの社会的厚生（��）を求

めるとTable 1のようになる。

　なお合同整備という整備方法の下では、それに参

画する地域は「相手の地域が税負担を上げたならば

自地域では減少させる」という「戦略的代替性」を

持っていることがわかっており２）、均衡解の性質

は個別整備（その場合「戦略的補完性」を持つ）と異

なる。数値計算の均衡解Ａ～均衡解Ｄにおいて、そ

れぞれで整備負担を負わない地域があることから、

地域間にフリーライドの誘因があると考えられる。

Fig.2が各均衡解における各地域の交通インフラ資

本の投入のイメージ図である。

　４―３　混成整備パターン

　３地域の整備方法全体からなる全交通インフラの整

備方法全体（「整備パターン」と呼ぶ）を考えた場合、

上記で計算されたようにそれらすべて合同整備で行

われる場合および個別整備で行われる場合のほかに、

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．３ 平成１９年１０月（　　）１８

福山　敬、倉崎慎士１７８

ＷＶθ ２３θ １２Ｖ３Ｖ２Ｖ１

６．８３４９１．４６１０１．４６１００．１２９１０．１９７４０．１２９１均衡解Ａ

６．７０２５１．３９１８１．３９１８０．１７２９０．１０１１０．１７２９均衡解Ｂ

６．１２０９２．０２３４２．０２３４０．１２０５０．１４２９０．１４４６均衡解Ｃ

６．１２０９２．０２３４２．０２３４０．１４４６０．１４２９０．１２０５均衡解Ｄ

Table 1　各均衡解における各内生変数

均衡解Ａ（�１����０�３６５０　�２����０　��３���０�３６５０　�γ�２１�����０）

均衡解Ｂ（�１����０　�２����０�７６６４　��３���０　�γ�２１�����０�５）

均衡解Ｃ（�１����０　�２����０�２６３６　��３���０�２６３６　�γ�２１�����０）

均衡解Ｄ（�１����０�２６３６　�２����０�２６３６　��３���０　�γ�２１�����１）



中央の地域２については一方の地

域と合同整備を行い、もう一方と

は合同整備を行わない（個別整備

で行う）場合が考えられる。この

場合を（地域２による）「混成整備」

と呼ぶ。混成整備パターンは地域

２の左右の交通インフラのどちら

が合同整備になるかで二つの場合

が存在することになる。個別整備

および合同整備での分析と同様に、

各地域はこの二つのパターンに限

った中で自地域内の住民の効用が最大になるように

交通インフラ整備をすると考える。前と同様のパラ

メータ設定での数値計算により、均衡として、

が求めらる。このときの社会的厚生（��）は

���6.6310と求められる。

　これを個別整備パターンと比較すると、混成整備

がもし行われるのであれば中央の地域と連携をした

端の地域がその交通インフラを全て整備し、中央地

域はフリーライドすることがわかる。これは「混成

整備」が「合同整備」と同様にフリーライドの誘因

を持つためといえる（Fig.3）。

　５．連携の安定性に関する考察

　地域間交通インフラの整備について完全に分権化

された場合、それぞれの地域がお互いにとっての利

益になるのであれば、連携して整備を行うことに合

意するであろう。これまで整備方法を、個別整備、

合同整備、混成整備のそれぞれに限定して均衡解を

求めた。本章では、各地域が連携するか否かについ

ても意思決定を行うと考え、連携の形成メカニズム

について提携形成ゲームの概念を援用して考察する。

　Fig.4は提携の形成構造を表す図である。各交通

インフラに対して連携した場合は「合同整備」、連携

しない場合は「個別整備」がそれぞれ対応すると考

えれば、地域交通インフラの整備に関して自地域部

分の権限が完全に地域へと移譲された状況において、

地域は互いに益を見つけ同意が成立した場合、隣り

合う地域と地域間インフラ整備に関して連携し「合

同整備」し、また、その連携は相手の同意なく一方

的に解消（個別整備）することができる。これは、提

携形成ゲームにおけるペアワイズ安定性の概念に対

応する７，９，１０）。　

　５－１　提携形成構造

　Table 2は、これまで扱った各整備方法下で計算

された効用水準を表している。なお、全地域が「個

別整備」するという、すべての地域が連携をしない

パターンを｛１｝｛２｝｛３｝と表し、「混成整備」は、中

央の地域が一方の地域とのみ連携をする｛１，２｝｛３｝

または｛１｝｛２，３｝と表す。また「合同整備」は、すべ

ての地域がそれぞれ連携をする｛１，２｝｛２，３｝と表

Ｏｃｔ．，２００７ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．３ （　　）１９

交通基盤施設整備に関する地域連携のモデル分析 １７９
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地域 地域2 地域3

地域1のみが出資 地域3のみが出資 

均衡解Ｃ 

地域 地域2 地域3

地域2のみが出資 地域3のみが出資 

均衡解Ｄ 

地域 地域2 地域3

地域1のみが出資 地域2のみが出資 

均衡解Ｂ 

地域 地域2 地域3

地域2のみが出資 

Fig. 2　合同整備における均衡解の概念図

地域1と地域2が連携 地域2と地域3が連携 
 

地域2と地域3が連携 地域1と地域2が連携 
 

地域 地域2 地域3

地域 地域2 地域3

地域 地域2 地域3 地域 地域2 地域3

Fig. 4　連携形成構造のイメージ

地域 地域2 地域3

地域1のみが出資 

Fig. 3　混成整備の均衡イメージ
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記する。

　各地域は、合同整備により個別整備よりも自地域

の効用が高くなるのであれば、連携を行うインセン

ティブを持ち、一方、連携している状況でそれを解

消することで効用が上がれば、連携を解消するイン

センティブを持つ。Fig.5は本数値計算結果におけ

る連携の形成・解消の構造を表している。｛１，２｝

｛２，３｝が均衡解Ａをとる場合、これら二つの連携そ

れぞれにおいて地域１と地域３がともに連携を解消

する。均衡解Ｂでは地域２が連携をそれぞれ解消し、

均衡解Ｃでは地域２と地域３が、均衡解Ｄでも地域

１と地域３が提携を解消する。｛１｝｛２｝｛３｝におい

ては、両端の地域に連携を自発的にしようとするイ

ンセンティブは働かない。以上より、本モデルにお

いては、地域は自発的に連携しえないことがわかる。

　Table 3は各ナッシュ均衡解における社会的厚生

と交通インフラ水準をまとめたものである。これよ

り、社会的効用が最大となるのが｛１，２｝｛２，３｝と

いうすべての交通インフラが連携により整備される

場合で、均衡解Ａを取るときであり、また、社会的

効用が最小となるのも、同様の提携が行われたとき

の均衡解Ｃまたは均衡解Ｄを取るときであることが

わかる。

　５．おわりに

　本論文においては、直列に隣接する３地域につい

て一般均衡モデルを用いて、複数地域における分権

的な地域間交通基盤施設の整備を分析し、地域連携

による整備の可能性について検討してきた。「合同整

備」および「混成整備」においては、「戦略的代替性」

を持つため、地域間でフリーライドが発生し、また

ベンサム流に定義した社会的効用は、「合同整備」の

複数均衡の内の一つの均衡解において最大となるこ

とが明らかとなった。さらに提携形成ゲームの考え

を援用すると、連携による交通インフラ整備は安定

的に存在し得ないことが示された。

　地域間交通インフラの整備に関する財源と権限が

完全に地方に分権化されると、地域間交通インフラ

を地域が連携して整備するようなインセンティブが

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．３ 平成１９年１０月（　　）２０

福山　敬、倉崎慎士１８０
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 V1=0.12 Ｖ2=0.19 V3=0.12
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V1=0.14 Ｖ2=0.14 V3=0.12

地域2、地域3が連携解 

均衡解Ｃ 

地域2のみが出資 地域3のみが出資 

個別整備による均衡 

混成整備による均衡 

合同均衡における4均衡解 

地域1が連携解消 地域3が連携解消 

地域1のみが出資 

両端地域が連携解 

地域2が連携解消 

均衡解Ｂ 

地域2のみが出資 

V1=0.12 Ｖ2=0.14 V3=0.14

地域1、地域2が連携解 

均衡解Ｄ 

地域1のみが出資 地域2のみが出資 
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3 1

V1=0.17 Ｖ2=0.10 V3=0.17

地域3のみが出資 

V1=0.14

V1=0.12 Ｖ2=0.15 V3=0.14 V1=0.14 Ｖ2=0.15 V3=0.12

Ｖ2=0.15 V3=0.14
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1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3
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Fig. 5　連携形成の構造

効用水準
連携パターン

Ｖ３Ｖ２Ｖ１
０．１４２０．１５４０．１４２｛１｝｛２｝｛３｝

０．１４２０．１５４０．１２８｛１，２｝｛３｝

０．１２８０．１５４０．１４２｛１｝｛２，３｝

０．１２９０．１９７０．１２９｛１，２｝｛２，３｝Ａ

０．１７３０．１０１０．１７３｛１，２｝｛２，３｝Ｂ

０．１２１０．１４３０．１４５｛１，２｝｛２，３｝Ｃ

０．１４５０．１４３０．１２１｛１，２｝｛２，３｝Ｄ

Table 2　提携構造と効用水準



働かないことが示唆された。一方、地域による連携

整備により高い社会厚生が達成できる可能性も示さ

れた。したがって、このような地方分権には、たと

えば各地方行政体に対し連携を発生させるようなイ

ンセンティブを与える制度や、連携をしなければ地

域間交通インフラが整備できないような制度が伴う

ことが重要であると考える。具体的には、地域間交

通インフラによって結ばれる二つの地方行政体のお

互いの同意なしに整備決定を行うことができないよ

うな認可制度などが考えられよう。

　今後の課題として、得られた結論が限られた数値

計算結果によっていることがあげられる。より定性

的な確認が必要である。また、直列３地域経済とい

う地域間の戦略的連携が表現できる最小のモデルで

の議論に限ることにより、分権下の地域による連携

に関する基本的な問題の構造（特に自発的地域連携

の不可能性）を明らかにした。より一般的な地域空

間設定・経済設定に拡張し分析を行うことで、ここ

で得られたこの問題構造の一般性を確認する必要が

ある。当然、実際の地域を対象とした地域連携に関

する具体的な政策的提言を行うためには、対象地域

の空間的構造や地域間の経済的関係を考慮したより

現実的なモデル分析を行う必要があるが、本研究で

得られた地方分権下の自発的地域連携の不可能性が

理論的に一般的に示せれば、対象地域のさまざまな

地域性にもかかわらず、地域連携を目指した政策を

実施する場合の制度設計の基本的な指針を与えうる

と考える。
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